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　　国民健康保険財政の安定化を図るとともに、市町村
　の財政状況や特別な事情に応じた財政調整を行うた
　め、医療給付費等の9％分を国民健康保険事業特別会
　計に繰り出す。

　　国民健康保険財政調整繰出金　 33,211,492千円

（１）事業内容
　　　当該繰出金を活用し、国民健康保険特別会計において保険給付費等交付金（普通交付金・特別交付金）を市町村に
　　交付する。
　　ア　普通交付金…各市町村が保険給付に要した費用を全額交付する。
　　イ　特別交付金…市町村の医療費適正化や保険税徴収の取組などに応じて交付する。
　
（２）事業計画
　　　令和5年度県負担額は、令和5年度の医療給付費等の9％相当額（33,211,492千円）
　　ア　普通交付金…令和5年度の医療給付費等の8％相当額
　　イ　特別交付金…令和5年度の医療給付費等の1％相当額

（３）事業効果：
　　　国民健康保険財政の安定が図られ、健全に運営される。
　　　平成30年度決算額　34,124,194千円
　　　令和元年度決算額　33,812,781千円
　　　令和２年度決算額　32,006,904千円
　　　令和３年度決算額　33,793,184千円
　　　令和４年度予算額　35,068,779千円（2月補正後）

（４）その他
　　　平成29年度までは、市町村間の国民健康保険財政の不均衡を調整する等のため、国民健康保険財政調整交付金とし
　　て各市町村に交付していた。
　　　平成30年度からは、国保制度改革により県に設置した国民健康保険事業特別会計に繰り入れ、保険給付費等交付金
　　の一部として活用している。

（５）終期を設定できない理由
　　　国民健康保険法第72条の2第1項において、一般会計から算定対象額の100分の9を国民健康保険の特別会計に繰り入
　　れることが定められているため。

２　事業主体及び負担区分
　　事業主体：県
　　負担区分：医療給付費等の9％分を県が負担
　　　　　　　(内訳)ア　普通交付金…8％相当額
　　　　　　　　　　イ　特別交付金…1％相当額

３　地方財政措置の状況
　　普通交付税（単位費用・密度補正）
　　(区分)衛生費(細目)国民健康保険事業費
　　(細節)国民健康保険医療助成費
　　(積算内容)都道府県繰入金等に関する事務

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
　　9,500千円×1.7人＝16,150千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比

決定額 33,211,492

前年額 33,119,725 33,119,725

― 保健医療部 66 ―

介護・医療体制の充実

33,211,492 91,767

地域医療体制の充実



 

事業名

単位事業名 予算額 33,211,492千円

　
（単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

繰出金 33,211,492 91,767 国民健康保険事業特別会計への操出金

合計 33,211,492 91,767

事業内訳書

国民健康保険財政調整繰出金

国民健康保険財政調整繰出金

主な内容


